
放課後児童健全育成事業等に係る補助事業について 

・補助金について

補助金 類似放課後児童クラブ助成事業費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金

要 件
別紙資料①（表左）「類似放課後児童クラブ助

成事業」のとおり

別紙資料①（表右）「放課後児童健全育成

事業」のとおり

基準額

（年額）

（１）10～19人の利用 

  ① 平日（月～金）   448,000 円 

  ② 長期休業（月～金） 268,000 円 

  ③ 長期休業（土）    53,000 円 

  ④ 上記以外の（土）   268,000 円 

（２）20～35人の利用 

  ① 平日（月～金）   864,000 円 

  ② 長期休業（月～金） 518,000 円 

  ③ 長期休業（土）   103,000 円 

  ④ 上記以外の（土）   518,000 円 

（３）36～50人の利用 

  ① 平日（月～金）   1,280,000 円 

  ② 長期休業（月～金） 768,000 円 

  ③ 長期休業（土）   153,000 円 

  ④ 上記以外の（土）   768,000 円 

（１）～（３）いずれも開設状況により、①～

④までを組み合わせて申請することが可能（た

だし、③単独での申請は不可）

（１）10～19 人の在籍児童 

  年間 250 日以上の開設 

1,217,000 円 

（２）20～35 人の在籍児童 

  年間 250 日以上の開設 

2,137,000 円 

（３）36～50 人の在籍児童 

  年間 250 日以上の開設 

3,427,000 円 

在籍児童とは、当該年度の各月１日現

在の在籍人数の合計を１２で除して得

た数（小数点以下の端数は切り捨てる。）

をいう。

補助率 事業費と基準額を比較して低い額の１／２

資料③


